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論

叢

租
稀
の
公
平
と
利
盆
瑚
瞳
の
組
織

第
十
八
巷

(
第
六
班

ニ
C
)
}
0
=一大

租
税
の
公
平
三
利
盆
固
樫
の
組
織

神

戸

正

古住

緒
育
(
本
論
白
目
的
)

第
一
段
租
枕
不
公
平
田
原
凶
・
と
し
て
の
刺
盆
岡
柑
山
組
俄
(
一
租
税
不
公
平
の
表
現
A
租
税
京
法
に
於
け
る
不
公
平
B
納
税
上
に
於
け
る
不
公
平

)

)

)

)

)

 

C
櫓
粧
上
に
於
け
る
不
公
平
二
租
枕
不
公
平
に
於
げ
る
利
催
回
世
A
粗
枕
立
法
に
於
て
日
納
枯
上
に
於
て

C
措
枕
上
に
於
で
)

第
二
段
租
稔
不
公
平
田
緩
和
測
と
し
て
白
刺
時
四
位
白
組
職

(
J
不
公
平
鴻
枕
の
救
押
方
法
A
粗
砥
遊
説
白
扶
持
別
相
関
組
織
り
改
革
二
利
桂
開

(

(

(

(

 

)

)

)

)

 

挫
の
組
織
A
共
増
設
日
其
結
果
い
其
闘
世
牲
る
比
公
平
に
於
け
る
不
満
足
一

結
論
へ
全
文
白
嶋
旨
)

緒

三・

日

租
枕

ωR公
平
叉
は
会
卒
な
る
租
税
ご
い
ふ
ニ
ご
が
、
租
税
の
理
想
で
ゐ
v

り
、
租
枕
の
第
一
義
に
ご
い
ふ
こ
ご
は

虞
〈
認
め
ら
れ
て
居
拍
所
に
が
、
質
際
に
は
未

.R
此
理
想
の
完
全
に
質
現
さ
れ
た
も
の
を
見
出
さ
な
い
o

に
か
ら

租
税
は
理
思
ご
し
て
は
日
以
卒
た
る
4

き
も
の
だ
が
、
事
寅

t
じ
て
は
寧
ろ
常
に
多
少
不
必
卒
な
る
も
の
な
り
ご
い

ふ
の
が
静
岡
っ
て
居
る
(
詑
一
)
O

そ
し
て
枇
合
組
織
其
川
り
も
の
が
既
に
多
少
の
不
公
平
を
有
っ
こ
ご
を
免
れ
ぬ
の
だ
か



ι、
其
中
の
一
制
度
た
る
租
税
の
不
R

公
平
な
る
も
己
む
を
得
ぬ
。
一
耽
舎
組
織
の
不
一
公
平
ご
い
ふ
こ
芭
が
、
其
を
何

う
援
へ

τも
避
け
ら
れ
な
い
の
だ
か
ら
、
先
、
つ
現
在
の
共
に
て
一
諦
め
る
よ
り
外
に
は
致
方
も
な
い
ご
同
様
に
、
和

税
の
不
公
平
も
人
々
を

L
て
人
事
の
不
完
全
の
一
吉
し
て
諦
め
さ
す
こ
Z
が
肝
回
H
r
t
も
考
へ
ら
る
、
が
、
併
し

人
文
の
進
み
、
智
識
の
帯
、
遁
化
す
る
に
於
て
は
、
各
人
は
容
易
に
其
負
ム
所
の
も
の
、
不
R

公
平
を
意
識
す
る
こ
ご

ダ
」

h
ハ
v
hソ、

ぞ
し
て
一
た
び
之
を
意
識
す
る
に
於
て
は
、
利
害
戚
の
鏡
、
き
現
代
人
吉

L
て
は
之
に
堪
へ
る
こ
ご
は
出

来
な
い
。
阪
じ
此
に
於
て
不
R

公
平
を
認
む
る
以
上
は
、
彼
は
郎
も
不
卒
を
戚
じ
、
不
満
を
懐
吉
、
連
枕
や
滞
納
を

以

τ不
常
な
も
の
さ
矯
す
の
念
が
麻
療
す
る
こ
ど
、
な

h
て
、
此
等
を
手
気
で
行
ふ
こ
ご
に
な
り
、
夏
に
は
一
般

政
治
を
も
軽
侮
す
る
こ
ご
、
な
っ

τ、
政
令
の
威
信
地
に
落
ち
、
人
心
堕
落
し
て
、
思
事
鴎
行
が
風
を
成
す
ビ
い

ふ
こ
ご
に
な
る
。
此
の
如
き
結
果
を
遊
〈
る
の
に
は
、
有
ら
ゆ
る
方
面
か
ら
し
て
租
税
の
託
公
正
を
保
つ
矯
め
に
扱

善
の
努
力
ぜ
し
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
ニ
ご
勿
論
に
が
、
私
は
其
の
此
の
如
き
不
公
忍
・
を
生
喧
し
む
る
所
以
の
原
因
の

重
要
な
る
も
の
が
、
利
盆
閤
樽
の
存
在
に
あ
る
こ
芭
ぞ
見
出
す
の
に
、
恰
か
も
禁
止
坦
成
が
此
不
↓
公
卒
を
牽
制
仁
緩

和
す
る
所
以
の
有
力
な
る
方
便
た
る
こ
己
一
を
見
出
し
允
に
就
い
γ

て
は
、
敢
へ
て
今
認
に
之
を
明
か
仁
し
て
其
利
用

を
湖
め
ゃ
う
ご
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
註
-
)
テ
ア
ハ
ル
レ
は
、
之
に
つ
き
、
会
主
理
想
が
視
聴
政
憶
に
於
て
常
に
完
全
に
謹
せ
ら
る
る
の
見
込
は
暗
ん

E
無
か
っ
た
止
指
摘
し
て
居
る
。
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論

叢

(
第
六
擁

二
一
一
)
J
o
=
一
八

租
柏
田
公
平
と
利
益
閤
鐙
の
組
融

第
十
八
巻

第
一
段

租
税
不
公
平
の
原
因
ご
し
で
の
利
誰
闇
糟
の
組
織

一
租
税
不
百
公
平
の
表
現

l
i凡
そ
人
は
自
然
的
の
利
己
心
の
後
露
ご
し
て
、
租
税

ω支
梯
又
は
負
擦
を
以
て
一
の

厄
介
ご
考
ふ
る
(
詰
ニ
)
O

随
ふ
て
租
税
の
分
配
に
つ
い
て
利
盆
戟
守
が
行
は
れ
(
註
=
一
)
、
此
聞
に
其
負
擦
の
不
会
卒
が

生
中
る
こ
ご
、
な
る
。
主
目
は
買
に
租
税
の
生
成
の
有
ら
ゆ
る
階
段
に
於
て
現
は
れ
る
。

(
註
ニ
)
フ
オ
ツ
ケ
は
、
自
供
的
制
己
心
が
租
柑
を
一
目
負
強
と
感
じ
、
其
剥
己
心
が
他
人
を
し
て
闘
費
を
擦
は
し
め
、
自
ら
は
其
負
掃
を
兎
れ
で
つ

と
鵠
L
、
又
は
其
可
慌
て
な
い
虞
に
は
、
此
負
謂
を
他
人
に
移
さ
う
と
す
る
も
の
だ
と
い
」
て
屠
る
叫

(
註
=
一
)
イ
一
一
フ
フ
エ
ル
ヂ
ス
叫
、
各
個
目
租
桔
力
自
問
に
於
け
る
租
税
負
挽
白
分
配
は
利
益
戦
争
を
鴫
起
す
と
銘
し
、
フ
オ
ツ
ケ
も
、
之
(
負
揺
を
他

人
に
移
さ
ん
と
す
る
こ
と
)
を
凡
べ
て
の
者
、
随
ふ
て
管
業
者
、
供
給
者

A
捗
働
者
が
錯
す
と
き
に
戦
争
が
生
ず
る
こ
と
と
な
る
と
い
ふ
て
居
る
。

A
租
税
立
法
に
於
け
る
不
公
平
|
|
先
づ
以
て
租
税
立
法
に
於
て
現
は
れ
る
。
此
に
於
て
政
治
上
の
優
勢
者
が

無
カ
者
の
不
利
に
ま
で
自
己
の
利
盆
を
計
ち
、
結
果
ご
し
て
租
税
が
初
め
か
ら
不
公
平
な
も
の
正
な
っ
て
居
る
古

い
ム
・
』
ご
が
ゐ
る
(
詰
四
)
O

此
場
合
に
は
能
力
ゐ
る
階
級
の
者
が
全
〈
租
税
を
擦
は
中
又
は
極
め
て
斡

f
捻
ふ
て
、

能
力
乏
し
き
者
が
割
合
重
〈
之
ケ
携
ひ
、
能
力
殆
ん

E
之
な
き
者
が
重
税
に
位
〈
ご
い
ふ
-
-
Z
に
も
な
ら
得
る
。

{
註
四
)
テ
ア
ハ
ル
レ
は
、
現
在
及
過
去
は
、
租
税
問
題
が
純
政
治
上
自
力
自
問
題
だ
と
い
ふ
叫
を
津
山
に
併
し
て
居
る
と
低
L
・
ジ
ヲ
ル
ダ
ン
は
、

租
積
立
法
を
以
て
錨
胸
、
不
告
正
、
不
平
等
の
充
ち
た
も
由
と
呼
ん
で
居
る
。
伺
ほ
拙
文
、
租
税
立
法
に
於
け
る
階
級
打
算
的
態
度
事
照
。

B
納
税
上
に
於
け
る
不
公
平
|
|
伎
に
租
枕
法
律
が
出
来
た
後
に
於

τ、
人
が
或
は
其
れ
よ
v

り
し
て
遺
脱
し
ゃ
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う
芭
錯
し
、
或
は
滞
納
し
ゃ
う
ご

L
、
う
ま
り
納
税
上
に
於
て
、
不
道
義
的
優
勢
者
が
劣
勢
岩
に
資
し
て
利
盆
を

計
る
こ
ご
、
な
る
。
其
結
果
ぜ
し
て
は
、
偲
・
り
に
租
税
法
律
其
も
の
が
折
角
、
相
官
に
会
卒
な
も
の
で
あ
っ
て

も
、
此
に
叉
R

公
平
を
破
ら
る
、
こ
古
に
な
る
。
艶
等
の
能
力
を
も
っ
者

ω聞
に
で
も
、

E
Eな
不
滞
納
不
遺
脱
者

は
不
道
義
的
な
滞
納
者
遁
脱
者
に
比
し

τ章
、
き
負
指
令
鋳
す
ご
ご
に
な
る
。
滞
納
の
費
ら
す
結
果
は
友
ま
で
大
し

た
も
の
で
は
な
い
が
、
通
枕
の
資
ら
す
結
果
は
時
ご
し
て
頗
る
重
大
な
も
の
で
あ
っ
て
、
之
が
縛
め
に
生
中
る
不

瓦
両
手
は
可
な

h
大
な
も
の
で
あ
り
得
る
。

引
携
枕
上
に
於
け
る
不
会
話
・
1

1
慨
に
租
税
法
律
が
相
嘗
に
日
公
平
に
出
来
て
居
り
、
其
納
殺
が
又
相
賞
漏
れ
な

〈
叉
滑
な
〈
行
は
れ
た
古
し
て
、
其
一
日
一
納
税
さ
れ
た
も
の
が
樽
嫁
に
よ
っ
て
他
に
移
き
れ
叉
は
少
〈
ご
も
納
税

者
自
ら
負
は
ぎ
る
こ
ご
、
な
る
が
矯
め
に
屡
々
公
卒
が
破
ら
る
、
こ
芝
、
な
り
得
る
。
そ
し

τ此
に
て
は
経
済
上

の
力
に
よ
っ
て
負
擦
が
定
ま
h
、
業
経
済
上
の
優
勢
者
の
利
盆
に
ま
で
英
弱
勢
者
の
不
利
に
臆
す
る
こ
正
、
な
る

(
誌
王
)
O

町
か
も
此
縛
嫁
は
極
め
て
多
様
の
形
を
取
っ
て
現
は
れ
、
柊
涯
な
く
廻
b
廻
っ
て
行
は
れ
る
も
の
で
あ
毛め

芸
大
)
。
或
は
租
税
消
却
又
は
物
上
負
携
ご
な
っ

τ、
負
携
が
物
に
鯖
し
人
に
騎
せ
宇
ご
見
ら
る
、
こ
ご
も
起
品
。

或
は
排
輔
古
い
ふ
て
納
税
義
務
者
に
も
他
の
筒
人
に
も
特
別
の
負
携
さ
な
ら
す
さ
認
む
イ
き
こ
芭
も
あ
る
が
、
立
(

は
普
通
に
は
困
難
で
、
納
税
義
務
者
が
白
ら
負
は
ぎ
ら
ん
ご
す
れ
ば
前
樽
に
依
る
か
或
穏
の
後
轄
に
依
る
か
、
或

は
前
穂
が
出
家
中
ご
し
て
後
穂
を
招
く
か
、
此
等
の
何
れ
か
に
行
〈
の
が
通
例
で
あ
る
(
註
さ
。
ま
た
排
轄
の
場
合

論
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刺
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組
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第
十
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論

議

租
税
白
公
平
正
利
壷
固
抽
出
白
組
織

第
十
λ
巻

(
第
六
枕

二
回
)
一

O
四
O

に
も
、
生
産
者
中
、
生
産
改
良
を
行
ひ
得
、
さ
る
が
如
き
小
経
皆
者
の
駆
泡
Z
な
L

リ
、
其
利
盆
を
太
し
(
傷
ふ
ご
い

ふ
や
う
な
副
作
用
を
伶
ふ
唱
}
芭
が
あ
る
(
註
入
)
O

前
樽
Z
し
て
は
納
税
義
務
者
か
ら
い
ふ
て
自
己
の
供
給
す
る
所
の

物
(
誌
九
)
、
努
力
(
註
一
つ
)
、
資
本
喜
一
一
)
の
需
要
岩
に
向
っ
て
税

rけ
多
く
の
代
腐
を
携
は
し
め
ん
Z
す
る
こ
正
に

依
b
、
又
は
少
〈
己
も
下
落
す
ぺ
き
主
(
代
間
恨
の
勢
を
喰
止
む
る
こ

Z
に
依
り
て
行
は
れ
(
註
一
二
)
、
頁
ら
に
主
(
等
の

材
料
を
使
用
し
て
生
産
さ
れ
た
る
物
の
買
手
に
向
っ
て
其
債
格
の
引
上
ご

L
て
行
は
れ
(
註
一
三
)
、
夏
ら
に
某
副
作

用
さ
し
て
は
間
々
租
税
の
前
輔
君
れ
た
る
物
ご
類
似
な
る
他
の
物
の
贋
格
を
も
高
め
る
こ
正
、
な
り
詮
一
四
)
、
設

は
此
前
聴
炉
問
帽
格
に
行
は
れ
や
し
て
生
産
物
の
品
質
の
低
下
に
現
は
れ
る
こ
芭
も
あ
る
(
註
一
王
)
O

或
は
此
等
の
前

輔
が
行
は
れ
難
き
事
情
あ
る
が
故
に
、
納
税
義
務
者
の
相
手
方
た
る
需
要
者
か
ら
押
返
さ
れ
て
、
納
税
義
務
者
の

不
利
に
ま
で
後
轄
の
行
は
る
、
こ
ご
も
少
〈
は
な
い
が
、

併
し
叉
事
情
に
よ
b
て
は
納
税
義
務
者
の
有
利
に
ま

で
、
彼
に
謝
す
る
物
、
資
本
、
勢
力
の
責
手
に
向
っ
て
前
よ
り
も
よ
り
少
〈
抑
ム
こ
ご
に
よ
り
(
註
一
ざ
、
或
は
此

等
の
材
料
を
需
要
せ
古
る
こ
芭
に
よ
ち
て
(
註
一
七
)
後
轄
の
行
は
品
、
こ
ご
が
あ
る
。
そ
し
て
地
租
や
所
得
税
な

X

の
如
き
直
接
税
で
は
納
税
義
務
者
の
直
接
負
擦
が
期
待
せ
ら
れ
て
居
る
の
だ
か
ら
、

此
に
て
前
稗
が
行
は
れ
て

は
、
勿
論
不
必
吊
T
t
な
る
を
免
れ
な
い
喜
一
八
)
O

或
は
斯
〈
し
て
縛
嫁
に
よ
b
て
不
会
中
古
な
る
潟
め
に
、
却
つ

て
税
法
其
も
の
に
存
寸
主
小
n
公
平
を
卒
準
す
る
こ
ご
が
出
来
る
ご
い
ふ
こ
ご
は
あ
り
得
る
こ
ご
げ
い
け
れ
ど
も
、
而

か
も
業
は
む
し
ろ
例
外
事
芭
し
な
け
れ
ば
な
ら
凶
ほ
ど
の
稀
な
こ
ご
で
ゐ
る
{
詰
一
九
)

U

間
接
税
た
る
消
費
税
な
ァ

y-



で
は
、
消
費
者
へ
の
前
蒋
が
む
し
ろ
立
法
者
の
期
待
で
あ
っ
て
(
註
ニ
♀
・
主
(
が
行
は
れ
た

Z
E
に
日
公
平
を
得
た
ご

い
へ
る
で
は
め
ら

5
が
、
併
し
此
が
行
は
れ
守
し
て
後
輔
ヤ
こ
な
る
二
ご
が
あ
り
(
註
ニ
ご
、
共
の
潟
め
課
税
口
問
の
生

産
者
が
之
を
負
憶
し
て
は
不
必
卒
ぜ
い
は
な
〈

τな
ら
令
、
夏
ら
仁
一
旦
、
夫
の
消
費
税
を
消
費
者
じ

負
抽
出
し

た
場
合
に
も
、
消
費
者
た
る
叫
労
働
者
が
其
れ
だ
り
を
勢
賃
の
引
上
に
よ
り
て
其
雇
主
に
鞠
嫁
し
た
る
場
合
に

(
註
ニ
ニ
)
は
、
仮

h
に
夫
の
税
を
消
費
者
に
て
凡
ぺ
て
携
ふ
こ
ご
が
会
卒

rご
す
る
ご
、
其
の
勉
め
不
公
卒
な
結
果

を
生
じ
た
こ
ご
に
も
な
る
。
尤
も
此
場
合
、
夏
ら
に
雇
主
に
縛
嫁
3
れ
た
も
の
が
彼
に
於
げ
る
生
産
投
の
増
加
ご

な
っ
て
勢
働
者
の
購
買
す
る
物
の
債
の
勝
賞
Z
な
り
、
そ
し
て
復
党
拙
労
働
者
の
慮
へ
戻
っ
て
ホ
ゆ
る
ぜ
い
ふ
こ
ご
が

あ
り
得
る
(
註
二
三
)
O

或
は
又
勢
働
者
否
な
庚
〈
消
費
者
が
課
税
消
費
品
に
於
け
る
出
費
の
棺

L
hル
ピ
村
、
他
の
消

費
仁
於
け
る
節
約
を
行
っ
て
、
彼
の
一
需
要
す
る
他
物
の
供
給
岩
に
鞠
嫁
す
る
ご
い
ふ
-
-
=
も
生
じ
得
る
(
詫
二
問
)ο

新
〈
考
へ
-
来
る
正
、
立
法
者
の
殆
庁
考
へ
及
ば
な
か
っ
た
慮
ま
で
鱒
嫁
が
及
ん
で
行
為

JU

、

つ
ま
り
樽
嫁
が
立
法
者

の
期
待
の
如
〈
に
行
は
れ
や
又
は
期
待
せ
.3
る
者
に
ま
で
行
は
れ
T
不
公
卒
を
結
果
す
る
こ
ご
に
な
り
富
二
五
)
、

其
結
果
ご
し

τは
叉
日
常
卒
な
税
が
不
R

公
平
ご
な
る
に
止
ま
ら
守
し
て
、

只
さ
へ
過
重
な
負
擦
に
苦
L
h
u
者
が
一
層

重
い
負
携
を
負
は
き
れ
、

只
さ
へ
過
樫
な
負
擦
を
鋳
す
者
が
愈
々
負
擦
を
逃
れ
た
り
す
る
こ
ご
、
な
る
に
於

τ、

不
日
常
卒
の
増
長
ご
な
る
噂
』
己
を
も
免
れ
な
い
(
註
二
六
)
0

、

(
駐
五
)

Z

1

4

ル
ヒ
位
、
聯
嫁
問
題
仕
恰
も
第
一
位
に
勢
力
自
問
題
だ
と
鴻
し
、
コ
シ
ラ
!
ド
も
、
明
娘
は
一
白
勢
力
問
題
で
あ
り
、
調
例
輔
嫁

論

叢

租
枕
の
公
平
と
利
益
困
世
田
組
織

第
十
人
巻

(
此
車
中
町
岨
蜘

二
五
)
一

C
四
-



論

叢

(
第
六
貌

一
六
)
一

O
四

租
積
回
公
平
と
利
益
闇
盤
。
組
織

第
十
人
巻

に
つ
き
、
細
済
上
田
闘
係
が
闘
家
闘
力
よ
り
も
一
層
損
き
も
の
と
し
て
現
は
る
と
侃
し
、
テ
ア
ρ

ル
レ
も
、
租
枕
輔
嫁
げ
か
視
は
る
る
か
否
か
は
‘

根
本
的
に
は
閉
家
的
力
目
問
題
で
は
な
〈
し
て
、
紹
皆
上
田
力
白
問
題
で
あ
る
。
耐
押
綜
は
職
争
市
川
下
に
白
-O
行
は
る
る
こ
と
が
出
束
、
此
に
於
て

弱
者
出
会
〈
容
易
に
回
世
倒
古
る
る
こ
と
と
な
る
と
い
世
、
前
ル
グ
ト
も
、
問
題
は
会
〈
納
租
者
麓
が
網
情
上
白
優
勢
を
も
っ
宇
円
』
?
に
蹄
す
冒
と
錆

L
、
ヘ
ツ
ケ
ル
口
、
此
白
朗
き
場
合
(
棉
障
に
よ
り
公
平
枕
J
F

不
全
平
と
な
る
場
合
)
は
牧
盆
租
例
之
、
家
鼠
閥
、
替
業
税
、
委
本
刺
子
柏
、
又
は

交
誼
枯
に
て
、
経
済
上
の
力
自
分
間
戎
第
で
現
は
れ
得
る
と
偲
し
、
シ
ェ
ア
レ
ー
は
、
鴨
媒
は
私
籾
情
的
交
週
の
倒
格
職
争
に
於
け
る
勝
利
に
よ

り
て
、
賃
金
、
利
子
、
利
得
、
又
は
凡
べ
て
此
等
の
慣
格
形
式
に
て
謹
ナ
ベ
舎
優
先
収
ヘ
白
最
有
刺
な
る
戒
暗
に
閥
ず
る
職
争
に
於
け
る
優
越
に

上
り
て
行
は
れ
、
又
唯
謹
L
樽
る
主
活

L
・
ロ
ツ
シ
ア
ー
も
.
高
き
文
明
段
階
に
於
て
、
其
の
常
に
増
進
す
る
所
由
市
場
の
重
要
と
共
に
、
政
治

的
優
越
の
代
り
に
商
人
的
優
越
が
現
は
れ
、
革
に
平
和
的
な
る
伺
格
戦
争
に
て
、
買
手
に
枠
内
商
品
目
倒
格
世
、
彼
よ
り
し
て
摘
は
れ
た
る
精
銅
だ

け
高
め
る
ζ

と
到
達
す
る
と
き
に
、
明
か
に
措
が
買
手
に
輔
嫁
せ
ら
る
る
と
い
ひ
、
ダ
ル
ト
シ
は
、
彼
等
自
身
白
描
夫
を
最
小
な
ら
し
め
宇
う
と

し
て
、
比
目
的
を
賀
行
ず
る
ニ
白
岡
塊
白
刷
封
的
白
龍
力
が
結
果
を
決
定
す
と
い
ふ
て
居
る
町

〉

(
控
穴
)
ホ
グ
ク
は
、
前
特
及
品
叫
輔
白
剤
序
は
可
簡
の
視
察
貼
よ
り
し
て
は
、
終
引
り
な
き
も
の
と
呼
げ
る
る
と
と
を
得
と
い
ふ
て
居
る
。

に

(
註
七
)
ア
ア
《
ル
レ
は
、
宵
限
、
納
税
者
百
皆
業
界
に
て
交
捗
す
る
或
他
の

A
へ
白
輔
諒
目
方
出
、
排
輔
よ
り
も
一
一
層
帯
哩
だ
と
措
定
し
て
居
る

9

(註
A
)
セ
リ
グ
マ
ン
は
、
商
品
白
供
時
白
異
っ
た
部
分
が
、
大
に
臭
っ
た
費
用
に
て
生
産
せ
ら
る
る
と
き
に
は
、
能
力
の
小
な
生
産
者
位
、
能
力
あ

る
生
産
者
が
容
易
に
婚
ひ
得
る
税
に
よ
り
て
破
壊
せ
ら
る
る
で
あ
ら
う
と
い
ム
て
居
り
、
シ
ヤ
シ
ツ
は
、
将
嫁
の
種
々
介
る
可
閣
と
し
て
、
大
組

〉O
 

替
と
の
結
合
に
品
即
け
る
生
産
自
改
良
、
且
小
に
し
て
弱
き
紐
持
目
白
匪
迫
佐
皐
げ
て
居
る
。

(
陸
九
)
ホ
ッ
ク
は
、
続
出
生
産
費
又
は
管
業
費
を
成
す
場
合
に
於
て
、
組
側
及
末
、
き
時
に
て
は
、
納
税
義
務
者
に
と
り
、
抽
出
物
白
買
手
か
ら
金
額

補
償
せ
ら
る
と
偲

L
、
フ
イ
ス
チ
y
グ
も
、
携
砥
者
d
p
自
る
消
費
者
て
な
い
と
き
に
は
、
通
例
彼
か
ら
其
管
業
品
目
由
一
部
と

L
て
支
出
さ
る
る
枕

を
、
物
。
版
貰
又
は
更
な
る
版
買
に
慨
し
て
柑
胡
な
る
倒
格
引
上
に
よ
づ
て
、
消
費
省
に
移
し
且
ワ
十
分
な
制
に
で
す
ら
も
耐
慣
す
る
こ
と
を
可

能
と
す
と
錯
し
、
プ
レ
ー
ン
も
、
第
一
夜
に
生
産
者
、
商
人
、
商
業
企
業
主
は
工
業
企
業
に
課
せ
ら
れ
た
る
棺
は
、
闘
粧
が
鞠
嫁
せ
ら
る
る
と
恰

も
同
一
方
法
で
棒
局
白
消
費
者
に
特
抹
さ
る
べ
き
車
純
な
る
仮
定
が
往
々
に
し
て
普
業
者
及
公
壊
に
よ
っ
て
怨
さ
れ
、
随
っ
て
止
産
者
自
混
す
べ

Ehe:bcrg， Fw. 18 & '9 Au司只 "5 仁onrad，Fw. 9 Allfl. S. 20. 21 
Terhal1e， a. a. O. S. 4i--3. 54. Borght， Fw. 5 Aufl. lI. S. 36. Heckel， 
Lehrbuch. 1. S. 173. Schafl百e，~teuern. A. T. S. 309-310. Roscher， 
Fw. 5 A.ufl. 1. S. 196. D司Iton，Fublic日nance.p. 53. 
tIock. <'1. a. O. S. 105. g) Terhal'e， a 託 o.s. 46 
Seligma.n， Shiftmg and i ncidenじeof t<lxatiol1. 2 ed. p. 218---9. Schanz， 
?ur~ Frage der Uebe~""Yàlzung jndirekter Verbrauchs'steucrn. (Jahrbuch 
f. G.， V. llncl Vw. 1882.) S. 603 

8) 
10) 



き
も
り
は
、
専
ん
で
柚
を
倒
格
に
附
加
す
ゆ
こ
主
で
あ
る
と
い
ひ
、
ヘ
ツ
ケ
ル
も
、
前
輔
の
技
術
上
白
手
段
は
慣
格
白
引
上
で
あ
り
、
此
が
多
〈

白
間
接
消
費
枯
に
行
は
る
と
い
ふ
て
居
る
。

(
註
一

O
)
マ
イ
ル
は
、
第
二
次
白
聯
燥
を
考
に
入
れ
、
其
を
以
て
、
消
費
酷
四
泊
費
者
へ
の
第
一
主
輔
嫁
白
後
に
、
消
費
者
か
ら
企
業
者
に
移
き
る

る
も
の
を
宮
崎
せ
し
め
て
居
る
。

r
l
り
ユ
!
は
、
永
き
時
四
間
に
は
、
努
働
者
H
F
b
b
r
f
白
場
合
、
特
別
世
松
田
重
さ
を
雇
王
に
悼
す
こ
と
と
な

る
と
焔

L
、
ロ
ヲ
ツ
も
、
問
費
畠
白
負
擦
と
さ
れ
た
個
持
引
ょ
が
更
に
雇
主
又
は
納
棺
者
の
負
拾
に
ま
で
賃
金
引
上
給
料
引
上
を
結
果
と
し
て
生

ピ
得
と
活
し
、
グ
ル
ン
ツ
エ
ル
も
、
山
菰
れ
ば
消
出
句
者
は
自
ら
桔
を
逃
れ
得
る
。
例
之
努
働
者
が
生
前
轍
持
白
幡
賞
を
考
慮
し
て
骨
金
の
引
ょ
を

ホ
プ
ソ
ン
も
、
勢
働
者
の
摘
ふ
積
は
正
常
に
は
、
彼
等
の
毘
白

C
要
費
を
切
詰
め
さ
す
こ
と
と
な
る

行
P
A

こ
と
に
よ
り
て
逃
れ
得
る
と
鵠
し
、

か
、
ヌ
は
或
他
人
目
所
得
即
ち
雇
亙
の
所
得
の
上
に
、
此
等
の
者
悔
費
山
王
出
(
稔
り
か
け
ら
れ
F
)
に
足
る
だ
け
高
き
貨
幣
賃
金
を
主
張
し
て
時

総
す
る
こ
と
と
な
る
と
あ
ら
う
と
鋸
L
、
ラ
ウ
色
、
賃
捗
働
者
は
其
所
得
の
制
合
に
あ
ま
り
に
大
ど
あ
っ
て
其
品
要
な
る
丹
市
維
持
を
狭
め
ん
と

す
る
祉
の
需
品
に
、
高
め
ら
れ
た
賃
金
に
よ
ワ
て
賠
償
さ
れ
な

t
で
は
な
ら
ぬ
と
偲
L
、
プ
ア
イ
ア
ア
ー
も
、
勢
働
者
白
賃
金
歌
態
が
以
前
に
非

常
に
不
良
で
あ
っ
た
と
き
に
は
松
山
一
部
を
、
一
般
に
高
め
ら
れ
た
る
賃
金
白
弾
事
に
よ
っ
て
生
時
者
に
珊
嫁
す
る
と
と
と
な
ら
う
と
い
ふ
て

屠
る
。
更
ち
に
シ
品
プ
レ

1
位
、
賃
金
拾
の
引
上
が
、
唯
だ
最
大
事
時
賃
捗
働
者
よ
り

L
て
の
晶
、
雇
主
に
劃

L
殆

'hr常
に
輔
膝
せ
ら
る
る
と

い
ひ
、
そ
し
て
バ
リ
ュ
ー
は
、
此
が
地
方
勃
の
場
合
に
著
し
と
錦
す
引

ヘ
ツ
ケ
ル
は
、
費
本
利
子
枯
は
、
費
本
家
か
ら
費
本
利
子
の
引
上
に
よ
っ
て
債
務
者
向
上
に
前
鞠
せ
ら
る
る
を
得
と
儒
し
、
プ
ア
ウ

(
控
-
-
)

も
、
費
本
家
は
安
本
投
下
の
特
段
な
る
種
類
白
牧
盆
に
課
せ
ら
れ
た
拾
を
、
可
な
り
確
か
に
負
情
者
に
刺
子
引
上
白
噌
で
韓
嫁
す
る
で
あ
ら
う
と

符
L
、ソ
H
P
ュ
ー
は
、
抗
首
債
権
又
は
商
工
業
に
投
下
さ
れ
た
資
本
を
別
に
課
粧
す
る
と
き
は
、
此
税
が
一
部
、
債
務
者
に
移
き
る
と
腐

L
、
其

也
、
此
韓
嫁
の
行
は
る
る
勤
職
と

L
て
、
グ
ル
ン
ツ
且
ル
は
、
債
務
者
自
急
迫
し
た
る
地
位
に
時

L
、
プ
ア
イ
フ
ア
ー
は
、
資
本
輸
出
に
よ
る
資

本
供
給
D
献
乏
主
事
げ
、

F
ル
ト
ン
は
、
課
柑
翻
だ
け
貯
蓄
の
減
h
v
E
生
ず
る
こ
と
に
図
る
費
本
昧
乏
を
事
げ
で
屑
る
副

(
註
士
己
占
ル
グ
ト
は
、
買
牧
者
に
依
る
租
枕
負
強
の
引
畳
は
晶
子

L
も
債
格
騰
貴
に
現
は
れ
な
い
で
、
品
加
ら

T
れ
ぽ
要
求
さ
れ
又
は
争
は
れ
た
所

由
債
栴
下
落
。
中
止
に
上
ワ
て
現
回
れ
符
る
と
註
意
し
て
居
る
副

論

叢

二
七
)
一

C
四=一

租
税
の
公
平
と
利
歯
闘
盤
的
組
織

(
第
六
税

第
+
八
巻

Hock， a. a. O. S. 91. FuistinιGnmdzug-e der Steller~ehre. S. 30 
Plehn. Fublic finance. 4 ed. jJ. 32T. H引 kel.a 礼 O.S. I72 
Mayr. Zur Theorie der indirelucn Steuern. S. J8 日ealllieu，Traite de 
1::1 sc】encecles hnances. 5ed. J. p. 77r. Lotz' Fw. S. 22r. GruntzeJ， 
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百旨

叢

ノ、
) 

一O
阿
四

租
税
の
公
平
と
利
益
岡
輔
の
組
織

第
十
λ
巷

(
第
六
競

(
註
=
-
)
グ
ル

1
ン
は
、
一
商
品
の
豆
T
R
は
買
手
に
謀
せ
ら
れ
た
粧
の
負
揖
印
刷
若
の
一
部
は
い
此
の
貰
手

X
は
民
手
に
師
せ
ず
し
て
其
生
産
白
矯

め
に
此
課
粧
品
を
必
要
と
す
る
或
仙
の
向
品
山
買
手
に
蹄
ず
る
こ
と
が
あ
り
作
る
と
波
宮
す
凶

(
駐
-
四
)
ウ
ジ
ュ
ー
は
、
食
料
品
に
謀
せ
ら
れ
た
枕
位
、
結
果
と
し
て
市
に
典
課
粧
せ
ら
れ
た
拘
の
慣
絡
を
高
(
す
る
の
み
で
な
〈
、
祖
側
、
枕
餌

大
に
し
て
物
岨
も
置
要
な
も
の
で
あ
札
ぽ
、
類
似
な
る
他
山
物
値
目
情
格
を
も
高
(
す
る
ζ

と
と
在
る
。
例
之
、
稲
荷
摘
の
債
格
が
松
田
錦
め
に

町

二
倍
に
な
っ
た
と
き
は
、
之
に
よ
り
て
葬
酒
、
サ
イ
ダ
ー
、
恐
ら
く
は
瑚
排
の
慣
絡
を
も
滴
〈
ず
る
で
あ
ら
う
と
い
ふ
で
居
る
。

{
陸

-
E
)
シ
ヤ
シ
ツ
仕
、
輔
輯
の
種
々
な
る
可
龍
白
巾
に
、
品
質
の
劣
等
化
を
事
げ
て
居
る
。

(
陸
ニ
ハ
)
ホ
ッ
ク
は
、
課
税
さ
れ
た
る
物
の
生
産
者
に
は
、
税
の
脚
嫁
白
押
坤
め
に
、
此
続
を
其
生
産
物
の
原
料
助
戒
品
目
曹
手
に
又
は
其
徒
弟
及
勢

働
者
に
、
被
帯
に
此
主
抑
は
れ
た
る
伺
持
及
賃
金
自
滅
ゅ
に
よ
っ
で
梓
す
の
試
が
あ
る
と
得
し
、
テ
ア
円
ル
レ
は
、
鴨
掠
の
試
の
-
と
し
て
、
各

経
済
の
支
出
の
方
に
て
、
原
料
、
助
成
品
防
局
製
陣
地
品
の
行
入
に
於
け
る
倒
特
白
低
下
、
給
料
及
賃
金
目
低
下
を
事
げ
、
ダ
ル
ト
ン
も
、
一
商
品
目

買
手
又
は
買
手
の
上
回
稔
の
免
権
師
若
田
一
部
は
、
批
ル
ヰ
の
者
に
持
し
た
い
ピ
、
之
が
生
産
の
低
め
に
必
要
な
る
或
他
の
商
品
目
宜
手
に
降
す
る

お

で
あ
ら
う
と
い
ふ
て
居
る
。
尚
ほ
回
ツ
ツ
、
グ
ル
ン
ツ
エ
ル
は
、
計
貨
応
耽
が
其
供
給
製
位
家
に
略
さ
れ
た
る
例
を
鼎
げ
て
居
る
。

(
註
一
ー
さ
円
ツ
ケ
ル
は
、
消
費
者
が
課
距
n
聞
の
消
費
又
は
使
用
に
於
て
断
念

L
主
仕
主
消
費
を

φ
〈
と
も
制
限
し
符
る
と
き
に
位
、
棋
は
宇
田
町
岳
〈

(
止
抗
必
要
品
に
於
け
.
る
上
り
も
)
前
輔
に
劉
折
ー
し
符
と
低

L
、
ロ
ツ
シ
ア
ー
は
、
後
一
明
は
和
の
高
さ
が
多
〈
の
刺
殺
者
を
梢
担
制
限
に
蝕
儀
均
一
く

す
る
と
き
に
可
能
だ
と
錆
し
、
フ
ァ
イ
ア

γ
ー
も
、
税
に
よ
り
て
生
ず
る
慣
格
勝
貴
が
常
に
販
路
を
時
縮

L
t〈
て
な
ら
ぬ
と
い
ふ
て
居
る
c

(
註
-
八
)
シ
ェ
フ
レ
ー
は
、
一
般
的
問
質
の
直
接
拾
が
他
山
者
に
輔
嫁
を
ら
る
る
'
と
き
に
は
、
平
均
租
税
カ
白
一
般
且
つ
平
陸
軍
と
い
ふ
謀
粧
の
根
本

的
使
命
を
呆
す
己
と
は
山
車
な
い
で
あ
ら
う
と
い
ふ
て
居
る
叫

(
註
-
九
)
川

7
ペ
ル
ヒ
は
、
一
定
内
恨
広

ω
下
に
、
開
娘
週
間
山
に
よ
リ
て
不
平
隼
和
由
一
府
向
昔
、
分
間
白
生
ず
る
こ
之
、
特
に
私
判
柏
市
間
交
誼
に
て

利
作
山
平
準
が
同
州
梓
き
る
b
場
人
口
に
拙
る
こ
と
が
詐
古
る
aへ
し
と
い

L
け
れ

rも
其
は
疑
は
し
い
。

)
 

n
u
反
之
、
シ
ェ
フ
レ
ー
は
.
賦
認
の
不
平
等
が
醜
嫁
に
よ
っ
て
必
ず
し
も
平
準
せ
ら
れ
ず
と
い
ひ
、
ヲ
グ
ナ
ー
も
、
輔
嫁
に
よ
づ
て
不
刑

E
不
平

等
な
る
税
が
恨
令
段
々
と

H
い
へ
正
常
に
分
配
せ
ら
る
る
ζ

主
主
町
る
と
い
ム
保
置
は
存
在
せ
ず
k
鴻
L
、
ペ
ヲ
ア
ヱ
ル
ヂ
ス
も
、
枕
が
如
何
広
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不
良
で
も
、
将
嫁
が
之
を
補
正
す
べ
し
と
い
ふ
相
枕
政
策
の
便
宜
な
る
糊
察
鮎
は
、
世
に
最
大
四
期
硯
諦
で
あ
る
の
み
で
な
〈
、
最
担
卒
な
る
岡

家
知
識
て
あ
る
と
い
ひ
、
ホ
ッ
ク
も
、
輔
掠
に
よ
る
平
準
が
、
交
通
法
則
自
支
阻
下
に
行
は
る
る
か
ら
、
又
恰
も
其
だ
か
ら
公
正
に
し
て
閉
尽
組

棉
円
上
有
椛
だ
と
い
ふ
こ
と
は
詐
で
あ
る
。
各
の
其
後
の
輔
線
が
前
の
よ
り
も
一
府
公
正
な
こ
と
、

虫

ほ
、
事
賃
上
前
ら
な
い
と
い
ふ
て
居
る
。

匠
つ
最
後
の
も
の
が
最
公
正
な
こ
と
の
恨
定

(
註
ニ

O
)
前
ル
グ
ト
は
、
昨
か
も
問
権
抵
で
は
、
立
法
者
か
ら

L
て
糟
嫁
が
多
〈
は
期
待
せ
ら
科
、
屡
々
法
律
上
白
規
定
に
よ
り
C
枠
易
と
せ
ら
る

と
い
ふ
て
居
る
叫

(
詰
一
一
一
)
ロ
ヴ
ツ
は
、
消
費
者
自
負
婚
に
ま
で
の
情
格
引
仁
が
販
路
減
少
の
形
J

仁川
M
技
生
産
者
及
川
也
守
勢
働
者
に
師
若
し
得
と
焔

L
、
ホ
ッ
ク
私
、
一

般
日
つ
永
き
時
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
枕
の
高
さ
に
よ
り
て
物
白
倒
怖
が
北
販
路
直
域
を
滅
山
ノ
す
る
陀
に
於
て
上
ぼ
る
時
に
は
、
立
法
者
白
意
思
が

賀
行
せ
ら
れ
ず
と
い
ふ
。
フ
オ
y
ケ
は
、
租
枕
を
自
ら
引
受
け
て
倒
格
を
高
め
ず
、
噌
加
す
べ
き
販
路
に
よ
ワ
て
共
利
得
を
平
準

L
加
之

管
業
仲
間
と
の
競
争
に
打
勝
つ
d

き
糊
舎
を
利
用
す
る
製
匙
家
及
大
商
人
が
あ
っ
て
、
社
(
他
の
待
業
者
が

μ
 

比
例
に
多
少
倣
は
な
(
て
な
ら
ぬ
こ
と
と
な
り
で
輔
綜
が
現
は
れ
ざ
る
ζ

と
と
な
る
と
い
ふ
。

(
註
ニ
ニ
)
前
匙
一

O
参
照
。

利
盆
を
得
ん
!
と
す
る
こ
と
に
よ
り
て

(
註
二
三
)
ポ
1
リ
ユ

l
位
、
永
き
時
四
間
に
は
、
勢
働
者
が
事
〈
の
場
合
、
特
別
拾
の
重
さ
を
一
一
展
主
に
移
す
と
と
と
な
る
べ

f
、
雇
主
は
又
之
を
泊

費
者
に
移
す
こ
と
ー
と
な
る
で
あ
ら
う
と
い
ひ
、
バ
リ
ュ
ー
も
、
松
町
一
斜
め
に
生
じ
た
る
給
料
の
引
上
に
よ
り
資
本
家
に
移
さ
れ
た
る
結
果
の
一
部

が
、
勢
働
者
。
勢
曲
に
よ

9
生
ぜ
ら
る
る
物
自
問
の
騰
貴
に
よ
り
て
絞
め
ら
れ
な
い
己
と
を
考
ふ
る
の
は
困
難
だ
と
い
ふ
て
居
J
、
プ
ア
イ
才
ア

ー
も
、
賃
金
目
引
上
に
よ
っ
て
企
業
者
へ
の
粧
D
時
線
内
後
に
、

九
べ
て
の
工
事
産
物
が
其
れ
だ
け
一
層
高
〈
た
り
、
勢
働
者
仕
其
鍔
め
其
着

物
、
住
居
、
家
具
に
つ
き
一
同
町
一
向
〈
附
は
な
く
て
は
な
ら
向
。
新
(
し
て
枕
由
一
部
が
更
に
又
彼
自
ょ
に
師
せ
ら
る
る
て
あ
と
う
と
い
ふ
C
居

司。。

(
註
ニ
凹
)
り
一
般
に
他
物
白
叫
給
者
に
及
ぼ
す
と
縞
す
も
あ
る
。
例
よ
フ
ア
イ
ヲ
ア
ー
は
、
骨
例
人
は
課
税
白
後
に
、
課
税
さ
れ
た
物
慨
は
剖
と
同

(
 

だ
け
消
費
L
て
、
仙
の
も
白
に
て
節
約
を
潟
す
こ
と
と
な
る
で
あ
ら
う
と
い
件
、
バ
ス
テ
ー
プ
ル
位
、

E
K噌
加
し
た
出
費
出
謀
稀
品
に
献
げ
ら

1官

議

(
第
宍
腕

二
九
)
一

C
四
五

租
弛
の
公
平
と
利
症
囲
柑
の
組
織

第
十
八
巻

Bela 

居
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論

設

第
十

λ
巻

(
第
六
焼

租
税
の
公
平
と
利
益
闘
値
の
組
織

一O)
一O
四
六

れ
な
〈
て
な
ら
白
と
骨
に
、
他
切
の
隣
人
に
向
〈
ペ
き
も
の
が

9
L
λ
か
残
ら
山
ζ

と
-
A

な
り
、
此
に
於
け
る
腕
入
の
減
少
が
、
共
よ
り

L
て
の

退
却
が
経
情
的
に
好
都
合
で
ι
は
い
や
う
な
他
産
業
の
産
物
の
憎
格
を
低
下
す
る
乙
と
と
な
り
、
院
で
生
産
者
ゎ
別
問
問
の
岡
県
へ
租
枕
の
間
接
の
蹄

加

者
を
分
散
す
る
で
あ
ら
今
ー
と
い
ふ
て
居
る
-

間
仙
の
必
要
品
目
糾
給
者
に
且
ほ
す
と
と
を
笠
宮
ず
る
も
あ
る
。
帥
つ
ホ
プ
ソ
シ
は
、
野
働
者
の
抑
ぷ
税
は
正
市
に
は
彼
寺
町
民
心
必
要
支
出
世

明
前
品
る
ζ

と
と
な
る
か
又
は
或
他
出
所
持
即
ち
其
雇
正
の
附
符

r
輔
嫁
す
@
乙
と
と
な
る
で
あ
b
う
と
い
ひ
、
ス
山
内
ン
プ
も
、
茶
の
闘
税
が
輸

釘

入
者
か
ら
抑
は
れ
、
消
費
者
に
移
き
る
る
結
果
、
彼
自
小
供
白
靴
白
需
要
を
減
ず
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
ふ
て
居
る
。

引
っ
者
修
品
供
給
者
に
且
ぶ
と
い
ふ
人
々
が
特
に
多
い
。
例
之
、
ロ
ツ
ツ
位
、
各
個
白
品
要
た
ら
ざ
る
財
泣
勤
務
へ
の
需
要
炉
、
此
迄
白
需
要
者
の

(
 

噌
加
L
た
る
租
税
負
抱
に
よ
っ
て
制
限
せ
ら
る

k
v
ふ
史
な
る
影
響
を
有
し
得
と
川
崎
L
、
セ
り
グ
マ
ン
位
、
相
謝
必
要
品
粧
の
影
響
位
、
む
し
ろ

愉
快
の
錦
め
の
一
厨
周
仲
力
あ
る
需
畳
に
於
て
凡
人
は
絶
謝
必
要
で
な
い
物
白
焔
め
の
需
要
に
於
て
減
少
を
生
ず
る
で
あ
ら
う
と
い
ひ
、
吏
b
に
ロ

ツ
シ
ア

1
段
、
多
〈
白
書
修
替
業
者
は
、
共
自
身
内
粧
の
外
に
、
凡
べ
て
の
販
路
を
士
は
な
い
こ
と
の
錦
め
に
、
著

L
き
個
格
低
下
を
飴
儀
た
〈

せ
ら
る
と
い
ぷ
て
居
る
噛

(
陸
ニ
五
)
ι
!
4
ル
ヒ
仕
、
希
叩
草
さ
れ
た
輔
蹴
が
窃
仕
れ
ず
災
は
希
望
君
れ

f
る
柿
熔
が
現
は
る
る
と
き
に
、
此
事
が
立
法
宥
の
意
思
に
反

L
、
本

来
公
正
な
る
租
晴
を
不
公
正
目
と
す
る
こ
と
と
な
る
と
い
り
、
ヘ
ツ
ケ
ル
も
、
明
嫁
町
付
果
、
阪
る
容
易
に
公
正
な
税
が
不
公
正
な
も
の
に
塑
化
さ

れ
得
る
と
一
却
す
叫

(
註
ニ
穴
)
ポ
ル
グ
ト
は
、
情
か
本
純
情
上
弱
き
倒
見
階
級
に
於
て
組
桔
鞠
践
に
依
る
回
盟
組
が
最
強

L
と
い
日
、
ョ
ン
ラ
ド
も
、
温
章
負
措
者
が
同

時
に
重
荷
を
逃
る
る
能
は
ざ
る
弱
者
で
あ
り
、
非
週
刊
明
負
括
者
が
桔
を
過
る
る
勾
め
に
有
ら
ゆ
る
努
力
を
鴻
す
こ
と
に
傾
〈
と

h
L、
エ

1
4
ル

ヒ
も
、
往
々
に
し
て
終
済
上
の
弱
者
が
競
争
に
際
L
、
共
不
平
竿
正
分
即
さ
れ
た
る
粧
を
開
嫁
す
る
こ
と
が
出
草
子
、
む
し
ろ
間
々
他
人
の
秘
書

て
も
分
摺
す
る
こ
と
冒
と
な
る
ξ

い
ひ
、
シ
ェ
フ
レ

i
は
、
林
踏
に
よ
っ
て
、
む
し
る
不
公
正
の
結
果
が
噌
長
さ
る
る
。
何
と
な
れ
ば
弱
き
租
精
力

即
ち
細
民
が
、
韓
掠
の
前
提
を
自
身
に
於
て
最
山
ア
ー
有
つ
か
ら
と
い
ふ
で
居
る
u

ワ
グ
ナ
ー
も
亦
た
、
明
嫁
が
私
紹
岬
的
自
由
主
曲
山
事
情
に
従

っ
て
、
謀
粧
の
現
冶
の
不
平
撃
を
-
肘
崎
長

L
又
は
明
存
山
平
等
を
破
る
ζ
と
が
あ
る
。
特
に
往
々
に
し
て
誠
意
味
の
弱
者
的
元
素
が
あ
っ
て
、
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競
宇
土
、
現
者
の
再
嫁
し
枠
る
租
殺
を
負
拾
す
る
と
と
と
な
る
で
あ
ら
う
と
い
ふ
て
居
ゐ
岬

二
租
枚
不
π
公
平
に
於
け
る
利
盛
岡
瞳

A
租
税
立
法
に
於
て
|
|
右

ν
ふ
所
.
租
税
に
於
て
不
日
常
卒
を
生
命
ヲ
る
の
場
合
に
、
利
盆
闇
馳
阻
山
り
カ
が
之
に
興

っ
て
居
る
の
を
見
出
す
は
太

r興
味
あ
る
ニ
ご
で
ゐ
る
。
先
づ
租
税
立
法
に
於
て
は
、
古
来
、
明
力
者
が
無
力
者

の
不
利
に
ま
で
白
己
の
利
盛
を
計
り
、
不
日
公
中
な
租
殺
を
作
っ
た
こ
ご
は
著
し
き
事
賞
で
あ
り

d

其
は
叉
つ
ま
り

勢
力
者
が
或
利
金
剛
鵠
を
作
っ
て
居
っ
た
の
に
因
る
こ

E
が
少
く
な
い
。
今
日
仁
て
も
、
管
業
者
が
或
は
商
業
曾

議
所
或
は
貸
業
組
合
聯
A
官
舎
乃
至
は
管
業
税
金
腐
期
成
同
盟
な
ど
に
依
っ
て
上
下
雨
院
を

L
て
管
業
枕
の
鹿
械
を

潟
き
し
h
U
る
や
う
叩
連
動
し
っ
、
め
っ
て
、
既
に
或
度
ま
で
奏
数
し
て
居
る
。
農
業
者
も
後
れ
馳
せ
乍
ら
農
舎
や
農

政
協
曾
を
以
て
地
租
の
委
譲
叉
は
斡
減
を
運
動

L
っ
、
め
る
。
此
等
の
運
動
に
於
1
欝
時
に
あ
っ
て
は
道
理
に
依

ら
争
政
治
上
の
カ
を
以

τ決
定
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
が
、
今
日
に
て
は
支
の
み
で
は
通
b
難
〈
、
相
官

ω説
明
叉

は
理
由
を
備
へ
な
〈
て
は
な
ら
子
、
士
(
震
め
に
は
時
Z
し
て
は
局
外
者
た
る
べ
き
挙
者
を
買
牧
し
、
新
聞
雑
誌
を

も
買
牧
し
て
鰯
護
さ
せ
、
異
理
の
何
蕗
仁
存
す
る
や
を
知
る
に
苦
し
ま
せ
る
や
う
に
す
る
。
斯
く

ω如
〈
に
し
て

不
知
不
識
の
聞
に
一
舟
又
一
歩
ご
自
分
等
に
都
合
良
き
も
の
に
品
硬
化
せ
し
め
る
。
其
が
め
ま
h
，
に
極
端
に
な
れ
ば

人
々
が
承
知
し
な
い
が
、
軽
い
度
の
不
会
卒

r
z人
の
注
意
を
引
か
歩
に
、
む
し
ろ
其
が
恰
か
も
R

公
平
な
の
か
ご

思
は
し
め
っ
、
行
は
品
、
こ
吉
、
な
る
。
新
く
い
へ
ば
此
の
如
き
も
の
に
つ
き
我
闘
の
人
々
も
思
ひ
嘗
る
こ
芭
が

論

叢

租
殺
の
公
平
と
刺
盛
岡
陸
田
組
醐

) 

一O
四
七

第
十
λ
各

(
第
六
就

Borght. <l. <l. Q. S. 36. Conrad， a. a. Q. S. 2I. Eheberg， H. <l. Q. S. 

215. .Scha伺e，a. a. O. S. 314. Wagner，乱 a.O. S. 343. 344-5. 
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論

租
精
白
骨
平
と
利
盆
閲
輔
自
制
織

三
ニ
)
一

O
四
λ

設

第
十
λ
容

(
第
六
競

少
か
ら

ρ
で
ゐ
ら
う
吉
田
山
ふ
。

B
納
税
上
に
於
て

1
i
次
ぎ
に
納
税
上
り
不
必
卒
原
岡
た
る
滞
納
遁
脱
に
つ
い
て
も
、
利
盆
囲
憾
の
カ
に
よ
り

て
析
は
る
、
二
ご
が
少
〈
な
い
、
業
中
に
就
き
滞
納
は
各
伺
人
に
於
て
、
特
に
金
利
を
守
ふ
管
業
者
に
多
〈
行
は

る
、
所
で
は
あ
る
が
、
併
し
此
が
園
鰭
的
に
共
同
し
て
行
は
る
、
二
百
が
あ
る
。
例
之
、
管
業
税
の
如
き
に
つ
い

て
或
稲
管
業
者
に
於
け
る
課
枕
標
準
の
算
定
方
法
が
時
艦
隊
だ

Z
い
ふ
こ
ご
の
戚
守
ら
阜
、
場
合
に
、
其
同
業
者
閲

結
し
結
束
し
て
納
税
を
桓
む
、
其
骨
川
め
滞
納
を
生
や
る
噂
」
ご
、
な
h
，
、
裳
脅
威
が
利
い
て
税
務
官
局
が
妥
協
的
に

出
る
こ
ご
、
な
り
、
今
年
は
此
れ
で
辛
棒
き
れ
た
し
、
立
(
代
り
来
年
は
手
加
減
し
ゃ
う
ご
い
ふ
唱
」
さ
に
な
る
。
新

(
て
結
果
は
大
鰐
穏
和
な
納
税
者
が
割
合
重
く
負
携
し
て
他
人
の
分
ま
で
負
ふ
こ
Z

Z
な
h
、
そ
し
て
喧
し
い
漣

中
は
割
合
に
軽
い
V

負
携
で
、
務
む
こ
ご
、
な
る
。
遺
脱
も
亦
た
多
〈
は
各
人
各
伺
に
て
行
は
る
、
の
H
L
が
、
併
し

抱

利
盆
園
僅
が
共
の
不
常
な
る
勢
カ
に
よ
り
て
共
謀
し
て
之
を
行
ひ
又
は
之
を
割
助
す
る
こ
ご
が
あ
る
。
例
之
、
嘗

て
銀
行
預
金
利
子
が
預
金
者
た
る
筒
人
の
彪
で
申
告
Z
れ
所
得
税
を
納
め
ら
る
〈
き
筈
で
あ
っ
た
時
代
に
も
‘
主
(

各
預
金
者
が
申
告
し
な
か
っ
た
ご
き
に
、
之
を
取
締
る
縛
め
に
は
税
務
署
が
銀
行
に
就
い
て
聞
き
知
る
こ
ご
が
出

来
れ
ば
良
い
の
だ
が
、
銀
行
者
は
其
は
自
分
還
の
替
業
秘
密
を
竣
〈
も
の
だ
ご
し
て
共
同
し
て
反
艶
し
、
政
府
も

此
銀
行
問
ご
い
ふ
資
本
的
勢
力
に
は
頭
が
上
ら
守
、
其
の
言
ふ
僅
に
な
っ
て
し
ま
ひ
、
殆
ん
H

と
凡
ぺ
て
の
銀
行
預

金
利
子
が
蓮
股
ご
な
っ
た
経
験
が
あ
る
。
此
践
に
利
盆
困
髄
の
カ
が
蓮
肢
を
助
け
た
最
好
き
例
を
一
不
す
。

拙文、租粧の遁眠、観持論襲、 11十年十一月焼、 18-1922) 



C
携
枕
上
に
於
て

1
i負
携
の
不
一
公
平
を
生
A
Y
る
の
は
鞠
嫁
に
依
る
の
で
あ
り
、
主
(
鴨
嫁
が
又
穏
々
な
る
傑
件

仁
係
る
こ
ど
は
前
来
訪
〈
遁
り
で
ゐ
る
が
、
就
中
、
縛
嫁
せ
ん
ご
す
る
者
及
糟
嫁
せ
ら
れ
ん
ご
す
る
者
自
ら
各
利

盆
闘
鵠
eg成
し

τ互
に
相
宇
ふ
問
に
、
其
園
結
の
完
全
な
る
も
の
又
は
カ
張
き
も
の
が
其
利
盆
を
占
む
る
こ
ご
、

な
る
所
で
あ
る
(
き
ケ
七
)
O

例
之
、
或
地
磁
の
地
主
が
凡
ペ
て
共
同
一
致
し
て
借
地
者
に
嘗
る
な
ら
ば
、
而
か
も
借

地
者
が
団
結
す
る
こ
ご
が
出
来
な
け
れ
ば
、
地
租
が
比
数
的
容
易
に
地
主
か
ら
借
地
人
に
移
き
る
、
こ
己
、
な

る
o
反
劃
に
地
主
の
固
結
成
ら
守
し
て
借
地
者
聞
に
強
き
図
結
が
あ
る
な
れ
ば
、
地
租
の
鴨
嫁
を
桓
む
こ
ご
を
得

る
o
家
尿
税
に
於
け
る
家
主
Z
借
家
人
ご
の
関
係
亦
同
し
で
あ
る
。
肱
官
業
税
や
消
費
税
に
つ
い
て
も
、
同
業
者
の

園
結
強
り
れ
ば
、
助
等
の
税
を
一
の
生
産
費
Z
し
て
凡
イ

τ十
分
に
消
費
者
に
特
嫁
L
得
る
の
み
で
な
〈
、
之
を

動
機
ご
し
て
枕
以
上
に
も
消
費
者
の
負
婚
を
加
ふ
る
ニ
吉
に
も
な
る
(
詰
二
λ
)
O

反
劃
に
同
業
者
が
競
争
を
事
ご
し

て
外
立
抗
空
し
、
そ
し
て
消
費
者
の
聞
に
閲
結
が
強
〈
、
或
は
不
買
同
盟
-T
作
10
設
は
購
買
組
合
を
作
っ
て
外
部

の
岬
営
業
者
か
ら
直
接
購
買
を
矯
す
が
如
き
運
動
が
行
は
れ
る
ご
き
に
は
、

少
〈
Z
も
税
の
一
部
を
管
業
者
に
て
負

携
す
る
外
な
き
ニ
己
、
も
な
る
。
或
は
之
ご
関
聯
し
て
努
働
者
芭
企
業
者
ご
の
闘
係
に
於
て
勢
働
者
的
国
結
が

強
か
っ
た
な
ら
ば
、
労
働
者
が
消
費
税
な
ど
の
か
、
っ
た
柏
崎
め
其
生
活
費
の
高
〈
な
っ
た
だ
け
並
に
更
に
、
労
働

者
仁
封
し
課
せ
ら
る
、
所
得
税
の
額
花
り
、
企
業
者
に
向
っ
て
努
賃
引
上
仁
よ
っ
て
負
擦
を
移
す
こ
ご
を
得
る

(
註
子
九
)σ

或
は
企
業
者
が
其
自
身
に
課
せ
ら
れ
た
る
負
擦
を
勢
賃
引
下
に
よ
っ
て
柑
労
働
者
に
轄
嫁
し
ゃ
う
ご
す
る

諭

叢

租
枕
由
会
平
正
利
益
困
値
目
組
織

第
十
凡
怨

(
第
六
韓

三=一)一
O
四
九



論

議

第
十
入
容

三
回
)
一

C
五
O

租
積
白
公
平
と
刺
金
幽
盛
田
組

{
第
六
腕

の
を
押
返
す
ニ
ぜ
が
出
来
る
(
許
三
O
)
O

併
し
若
も
企
業
者
側
の
固
結
が
芙
よ
り
も
一
層
強
い
な
ら
ば
結
果
は
反
劃

古
も
な
り
得
る
。
真
に
資
本
の
借
手
貸
手
の
間
に
つ
い
て
も
、
借
手
の
問
の
閲
結
強
り
れ
ば
其
負
擦
を
貸
手
に
移

し
叉
は
貸
手
よ
hJ
移
さ
れ
ん
芭
す
る
負
抽
出
を
押
返
す
こ
ご
が
出
来
る
が
、
賞
際
仁
は
借
手
の
固
結
の
出
来
る
こ
ご

は
六
っ
か
し
〈
、
む
し
ろ
貸
手
た
る
銀
行
な
ど
の
聞
に
協
定
が
成
立
ち
易
く
・
随
ふ
て
借
手
の
不
利
に
輔
嫁
さ
る

る
こ

Z
が
比
較
的
容
易
で
あ
る
。
此
の
如
〈
に
し
て
枕
が
本
来
負
携
せ
し
め
ら
る
べ
き
も
の
以
外
の
も
の
に
負
携

を
加
へ
而
か
も
本
来
負
携
せ
し
め
ら
る
べ
き
も
の
が
之
を
兎
れ
て
不
公
平
を
躍
脚
色
す
ニ
正
、
な
る
。
弱
き
無
組
織

の
者
は
重
き
負
擦
に
苦
し
み
、
強
き
組
織
あ
る
者
は
聴
き
負
携
を
享
く
る
こ
ご
に
な
る
。

(
註
ニ
七
)
プ
ア
ウ
は
、
級
済
的
カ
の
刑
用
は
、
利
害
闘
侍
者
の
多
監
の
者
町
結
束
と
結
付
〈
と
鵠
L
、
ラ
ウ
は
、
税
を
初
品
に
謀
せ
い
地
れ
た
者
白
事

ぉ

顕
在
同
一
強
度
に
刑
載
し
、
随
ふ
て
取
引
物
般
の
需
要
供
給
に
於
げ
る
密
化
を
生
ず
る
と
き
に
の
み
輔
嫁
せ
ら
る
る
を
符
企
嬬
す

E

(
位
二
八
)
フ
ア
ウ
は
、
消
費
者
に
封

L
て
向
け
ら
る
る
生
産
者
自
結
束
が
愈
々
強
け
れ
ば
、
韓
線
の
見
込
も
亦
愈
々
大
い
と
い
ひ
、
《
ツ
ケ
ル
も
、

前
特
は
共
同
の
行
動
に
よ
っ
て
倶
格
成
形
に
影
響
す
る
ζ

主
出
、
生
産
者
に
達
す
る
と
き
に
、
主
と
し
て
謡
め
ら
る
る
こ
と
が
田
事
る
。
情
持
協

定
、
ヵ
ル
ア
ル
、
ト
ラ
ス
}
、
は
前
輔
を
支
持
す
る
特
に
有
数
な
方
便
だ
と
錆
し
、
ワ
グ
ナ
ー
は
、
前
韓
は
生
産
者
間
に
生
産
及
供
給
白
調
整
に

っ
き
共
同
白
向
精
行
動
を
採
る
難
易
に
侍
る
と
怨

L
、
パ
ス
テ
ー
ブ
ル
目
、
羽
例
、
生
魔
者
は
消
費
者
よ
り
も
一
層
小
な
る

E
ヲ
一
厨

A
f園
枯

し
た
階
級
で
あ
っ
て
陣
ふ
て
其
利
益
の
怨
め
に
都
合
良
き
槽
舎
を
も
ワ
ξ

い
ふ
て
居
る
。

(
註
ニ
九
)
L
1
4

ル
ヒ
は
、
組
織
あ
る
勢
働
者
は
賃
金
O
引
上
に
よ
っ
て
伸
嫁
を
寅
現
す
る

E
得
と
い
ふ
て
居
る
が
、
プ
ア
ウ
位
、
勢
働
者
自
祉
合

的
静
力
炉
将
嫁
に
於
て
有
力
に
其
刑
盆
に
ま
で
推
移
し
た
と
錆

L
、
コ
ン
一
7
1
ド
及
テ
ア
ハ
ル
レ
は
、
捕
逸
品
W
刷
所
得
冊
目
賃
金
天
引
謀
説
が
賃

金
制
培
医
師
し
た
の
象
、
其
卦
議
問
に
於
吋
る
勢
働
者
四
一
一
暦
右
力
な
る
と
と
に
蹄
し
て
居
る
哨

Pfau， <1. a. Q. S. 129. R<¥u， <¥. a. O. I. S. 412. 

Pfau， a. <1. O. S. 129. Heckel， a. a. Q. S. ]75 
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(陸

=
-
O
)
ロ
ゼ
ン
ツ
ン
は
、
賃
金
串
白
切
下
は
勢
働
組
骨
の
活
動
に
よ
る
響
曲
目
組
織
的
笠
宮
噂
〈
と
と
と
も
な
ら
う
と
い
ふ
で
居
る
岬

第

段

租
税
不
公
平
の
綾
和
剤
ミ
し
て
の
利
益
闇
曜
の
組
織

一
不
公
平
課
税
の
救
済
方
法

l
i

A
租
税
道
義
の
改
善
|
|
租
枕
の
不
会
卒
を
救
済
す
る
方
法
は
一
に
し
て
足
ら
臥
が
、
主
(
最
根
本
的
で
ゐ
っ
て

重
要
な
の
は
、
何
ご
い
ふ
て
も
人

7
fし
て
祖
枕
道
義
又
は
一
公
正
に
関
す
る
自
費
を
強
〈
有
た
し
め
る
よ
り
外
に

は
な
い
o
人
は
谷
正
の
斜
め
に
は
各
自
の
利
盆
を
抑
制
し
、
各
自
の
利
盆
を
超
越
し
得
る
の
素
養
を
作
ら
な
〈

τ

は
な
ら
ぬ
o

併
し
此
は
買
は
一
の
理
想
で
、
之
を
直
も
じ
一
般
の
多
〈
の
人
に
は
望
み
得
ぬ
。
之
仁
よ
り
て
問
題

を
解
決
す
る
こ
古
は
最
望
ま
し
き
ζ

正
で
は
あ
る
が
、
其
に

τ大
な
質
果
を
車
中
げ
ん
ご
す
る
の
は
百
年
河
清
を
待

つ
が
如
き
も
の
だ
O

B
経
済
組
織
の
改
革
J
|若
夫
れ
人
が
経
済
界
の
大
勢
を
利
用
し
、
需
要
供
給
の
闘
係
を
利
用
し
1
、
負
擦
を

他
人
に
移
す
に
至
つ
て
は
、
主
(
を
止
め
3
せ
や

F

ヲ
ご
す
れ
ば
、
現
代
の
経
務
組
織
を
遜
草
す
る
よ
り
外
は
な
い
。

併
し
現
代
組
織
を
改
革
す
る
の
時
は
、
騒
が
て
租
枕
廃
滅
の
時
で
あ
る
こ
正
に
な
る
の
だ
か
ら
、
裳
は
出
来
な
い

相
談
江
古
い
ふ
噌
』
ご
に
な
る
。
少
〈
ご
も
租
税
論
ご
し
て
は
出
来
な
い
こ
ど
に
な
る
o

新
〈
て
現
在
の
経
済
組
織

を
主
(
僚
ピ
し
而
か
も
質
現
維
な
る
理
想
に
も
走
ら
守
し
て
、
相
官
有
数
な
る
不
公
平
救
務
方
法
を
求
h
u
る
こ
正
、

論

叢

一
ニ
亙
)

O 
ま王

-
守
第
十
λ
巻
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公
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と
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盆
囲
位
。
組
織

第
十

λ
容

(
第
六
抗

一
六
)

。
五

な
る
ご
、
失
に
掲

r
z第
三
の
も
の
に
依
る
を
選
む
ペ

L
Z
い
ム
ニ
三
に
な
る
o

二
刺
盆
闘
鰹
の
組
織

!
l

l
A
並
(
増
設

|
i此
仁
於
て
か
夫
の
不
日
公
平
を
救
済
す
る
の
に
は
、
各
方
面
に
於
げ
る
刺
盆
岡
躍
が
組
織
せ
ら
れ

て
、
既
存
の
も
の
、
外
に
到
る
蕗
に
此
が
組
織
せ
ら
れ
て
、
枕
に
つ
き
及
其
他
の
闘
係
に
つ
い
て
も
、
各
自
の
利

盆
h
f
主
張
L
且
つ
擁
護
す
る
こ
正
、
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
此
が
恐
ら
く
は
貫
行
し
易
己
最
有
力
な
る
会
正

確
保
の
方
法
で
あ
る
。
回
よ
り
此
は
毒
を
制
す
る
に
毒
を
以
て
す
る
の
だ
か
ら
、
主
(
動
、
吉
方
に
よ
っ
て
は
相
幾
ら

中
不
乱
公
平
ご
も
な
る
が
、
併
し
平
に
し
て
各
万
面
古
も
凡
ぺ
て
之
に
つ
き
白
貸
し
皆
な
相
官
に
有
力
な
る
利
盆
園

醐
闘
を
作
れ
ば
、
此
に
利
盆
均
衡
又
は
刺
盆
調
和
の
得
ら
る
、
機
曾
が
出
来
、
人
々
が
他
の
人
々

ω
不
利
に
ま
で
自

品
川
遠
の
み
の
利
盆
-T
計
る
こ
ご
は
、
承
知
さ
れ
な
い
こ
ご
に
な
る
。
或
岡
健
の
カ
小
仁

L
て
他
の
園
醐
胞
に
謝
抗
す

る
に
足
ら
ぬ
ご
き
は
、
数
悶
岨
岨
聯
合
し
て
賞
品
こ
z
e
f
得
る
。
其
れ
で
現
在
の
や
う
に
或
者
の
み
利
盆
闘
閣
を
形

作
っ
て
勝
手
の
事
を
や
っ
て
他
の
岩
が
不
利
を
受
け
座
迫
を
受
〈
る
こ
ご
は
徐
耗
緩
和
さ
る
る
こ

Z
が
出
来
る
こ

Z
に
な
る

o
rか
ら
是
れ
ま
で
利
盆
制
憧
を
も
つ
も
の
は
英
れ
を
維
持
し
て
可
で
あ
る
が
、
其
の
之
な
か
っ
た
も

の
は
同
業
者
同
類
者
相
集
ま
っ
て
刺
盆
図
穂
を
作
ら
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
。
問
営
業
者
の
問
に
は
阪
に
商
業
曾
議
所
ご

か
工
業
倶
楽
部
ご
か
い
ふ
も
の
が
出
来
て
、
可
な
6
政
治
を
左
右
し
、
租
税
な
ど
に
つ
い
て
も
可
な
h
カ
づ
よ
く

我
盛
を
働
、
」
つ
、
あ
る
の
だ
が
、
之
じ
劃

ιー
は
農
業
、
地
主
、
小
作
人
皆
な
其
々
に
図
結

L
て
酷
官
業
者

Z
守

c、



ひ
、
又
地
主
ご
小
作
人
三
が
互
に
容
は
な
く
て
は
な
ら
向
。
夏
ら
に
管
業
者
に
て
も
浮
つ
か
り
し
て
居
て
は
な
ら

凶
。
現
在
の
何
々
閉
館
ご
い
切
ふ
営
業
者
的
利
盆
を
代
表
す
る
者
が
寅
は
大
資
本
家
閣
の
勢
カ
の
下
に
あ
る
。
そ
し

て
中
以
下
の
者
は
彼
等

ω然
的
じ
い
展
げ
ら
れ

τ居
る
c

に
か
ら
中
以
下
の
者
は
大
資
本
国
よ
り
し

τは
別
の
閤
趨

を
作
ら
江
〈
で
は
な
巳
な
い
。
肉
鱒
勢
働
者
は
今
日
未
だ
叫
労
働
組
合
法
が
出
来
て
は
居
ら
凶
げ
れ
ど
も
、
既
に
事

賞
ご
し
て
組
合
な
作
り
、
順
次
地
歩
を
占
め
、
資
本
家
を
苦
し
め
て
居
る
の
み
で
な
〈
、
政
府
を
し
て
事
費
上
主
(

代
表
者
を
暗
号
重
せ
し
め
も
喧
}
ピ
じ
ま
で
な
っ
て
居
る
。
之
に
謝
し
て
は
動
も
す
れ
ば
資
本
家
さ
へ
閉
口
し
つ
、
ぁ

る
日
ど
で
あ
る
o

然
る
に
精
紳
労
働
者
仁
至
て
は
杢
〈
無
組
織
無
力
で
あ
る
o

彼
等
も
資
本
家
や
政
府
が
好
む
ぜ

好
ま
ざ
る
ご
を
問
は
争
、

相
圏
結

L
T
其
利
盆
を
進
め
な
〈
て
は
な
ら
向
。
同
じ
〈
精
品
川
勢
働
岩
に
て
も
其
全
世

三
し
て
の
閏
結
の
外
に
、
高
知
帆
者
乙
下
級
者
ご
に
於
て
利
害
の
異
る
も
の
が
ゐ
る
か
ら
、
各
別
々
に
も
闘
結
を
作

ら
な
(
で
は
な
ら

ω。
斯
〈
て
一
日
早
〈
組
織
を
完
う
し
た
も
の
は
一
日
に
り
地
歩
の
安
田
を
鷲
ら
す
こ
ピ
が
出

来
、
一
一
層
張
き
圏
結
ゐ
る
も
の
は
其
だ
け
多
大
な
る
威
力
を
振
ふ
こ
さ
が
出
来
る
。

B
芙
結
果

け
其
唱
す
闘
性
1
l比
の
如
〈
に
し
て
枇
曾
の
内
部
に
大
小
園
樫
が
無
数
に
出
来
、
相
重
な
り
合
ふ
て
出
来
、

そ
し
て
其
問
に
相
守
ふ
ご
い
ふ
こ
ど
は
陶
に
痛
ま

L
き
こ
芭
で
は
あ
る
が
、
会
正
ご
い
ふ
大
理
想
を
貫
現
さ
す
潟

め
に
は
己
h
u
e
v
得
旧
制
。
此
守
闘
に
出
守
し
て
平
和
的
に
公

E
の
得
ら
る
、
方
法
が
あ
れ
ば
茸
(
に
越
し
た
こ

Z
は
な

三
七
)
一

O
E
一ニ
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)
一

O
五
回

い
が
、
今
日
の
如
〈
図
民
中
の
一
部
、
む
し
ろ
異
質
の
慮
、
其
少
数
の
岩
が
閲
結
eT
作
り
政
治
を
左
右
し
て
勝
手

の
-
』
ご
を
行
ひ
っ
、
あ
る
さ
き
に
、
多
数
の
者
が
浮
つ
か
h
Z
[
て
居
り
之
に
盲
従
し
属
従
し
て
居
る
さ
い
ふ
こ

ご
は
不
R

公
正
で
あ
る
o

斯
か
る
平
和
的
妥
協
的
な
る
不
公
正
よ
り
は
、
ま
に
々
々
守
闘
的
の
『
公
正
の
方
が
徐
耗
良

ぃ
。
且
つ
夫
れ
刺
盆
闘
睡
の
組
織
が
必
宇
し
も
守
闘
に
出
る
ご
は
限
ら
心
。
組
織
の
存
在
自
身
が
相
手
を
し
て
不

嘗
を
敢
て
せ
し
め
子
、
R

公
卒
を
時
制
ら
す
こ
ご
、
な
り
得
る
。
恐
ら
〈
は
此
組
織
の
出
来
た
後
に
、
時
ご
し
て
は
守

ふ
こ
ご
、
な
る
ご
も
、
多
く
の
場
合
に
卒
和
な
品
目
公
正
が
得
ら
る
、
こ
古
、
も
な
ら
う
o

私
は
一
克
来
、
卒
和
的
な

る
会
正
を
理
想
正
し
て
最
翼
ふ
所
で
あ
b
、
其
が
公

E
観
や
、
利
益
超
越
槻
己
い
ふ
犯
の
常
に
最
憧
恨
す
る
平
和

的
な
る
道
義
鋭
に
よ
り
て
寅
現
さ
る
、
-
-
ご
を
最
良
し

Z
は
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
宜
(
が
今
の
世
に
、
特
に
日
本

の
吐
曾
に
望
み
難
〈
、
そ
し
て
現
に
若
干
の
利
盆
閤
鰭
が
あ
っ
て
横
暴
を
振
舞
ひ
っ
、
あ
る
の
事
買
を
目
撃
す
る

芭
き
に
、
此
に
勤
抗
す
る
に
於
て
之
を
抑
制

L
て
出
来
る
だ
け
の
会
疋
を
迭
す
る
の
に
は
多
少
の
争
闘
性
を
件
ふ

芭
も
利
盆
岡
憧
の
後
生
増
加
を
望
む
の
外
な
い
さ
考
ふ
る
も
の
で
あ
る
。

ろ
其
目
公
平
に
於
け
る
不
満
足
|
|
更
に
進
ん
で
考
ム
る
の
に
、
右
の
方
法
に
よ
り
て
会
正
が
完
全
に
得
ら
る

る
さ
い
司
ふ
こ
ご
を
確
言
す
る
こ
ご
は
出
来
な
い
。
唯

r今
日
よ
り
は
よ
り
R

公
平
に
な
ら
う
。
少
〈
ご
も
今
日
の
過

重
負
携
岩
の
負
擦
を
一
層
聴
く
し
、
過
斡
負
槍
者
の
負
擦
を
一
一
府
重
く
す
る
こ
さ
、
な
ら
う
芭
は
い
ひ
得
る
。
完

を
な
る
H

公
正
で
ゐ
る

zhv
ひ
得
な
い
だ
げ
遺
憾
で
は
あ
る
が
、
完
全
な
る
日
公
正
ご
い
ふ
こ
ご
は
、
人
間
其
も
の
が

不
完
全
な
る
以
上
は
望
み
灘
き
こ

z
、
L
て
諦
め
る
の
外
な
い
。
各
人
が
何
等
か
の
開
館
に
麗
し

τ英
利
益
を
相



嘗
に
主
張
し
擁
護
し
押
凡
な
ら
ば
、
何
耗
か
は
其
不
利
を
避
け
る
ミ
ご
が
出
来
る
で
ゐ
ら
う
が
、
枇
舎
の
中
の
若
干

の
人
々
が
向
は
此
組
織
を
作
ら
守
し
て
、
主
可
唖
岬
的
不
利
を
被
k

リ
過
重
の
負
擦
を
潟
す
古
い
ふ
こ
ご
が
生
じ
得
る
。

併
し
此
の
如
、
き
者
に
至
て
は
其
は
権
利
叉
は
利
盆
の
拘
棄
者
で
あ
っ
て
、
其
不
利
は
自
業
自
得
で
あ
る
。
英
利
盆

英
雄
利
を
鋤
棄
す
る
者
は
、
自
己
の
人
格
を
棄
て
、
奴
隷
的
卑
屈
に
甘
ん
A
V
る
も

ωで
あ
る
o
彼
等
が
強
暴
者
に

よ
り

τ頭
を
踏
み
摘
も
れ

τも
、
主
(
は
論
議
の
外
に
麗
す
る
。

最古

論

私
は
多
年
、
租
枕
に
つ
き
て
考
へ
、
如
何
に
も
し
て
之
を
理
想
的
公
五
に
返
っ
り
ゃ
う
Z
苦
心
は
し
柁
が
、
慾

深
(
し
て
飽
〈
こ
ご
や
一
知
ら

F
る
者
が
寄
っ
て
た
か
つ
て
其
質
現
を
妨
げ
つ
、
あ
る
を
見
出
し
、
特
に
一
部
少
数

者
の
刺
盆
幽
躍
に
よ
っ
て
之
を
妨
げ
つ
、
あ
る
こ
ご
を
見
出
す
古
き
仁
、
之
を
矯
正
す
る
こ
ご
は
到
底
、
道
義
的

精
神

ω摘
養
に
依
る
の
手
段
に
て
は
、
何
時
ま
で
経
っ
て
も
望
め
な
い
こ
ご
を
戚
宇
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
結

局
、
此
不
必
卒
を
矯
正
す
る
有
力
な
る
手
段
は
、
此
不
日
公
卒
を
来
た
さ
し
め
た
る
有
力
な
る
原
因
た
る
刺
盆
閤
岨
胞

の
組
織
を
逆
に
利
用
し
、
各
方
面
に
康
〈
之
を
組
成
せ
し
め
て
互
に
牽
制
せ

L
む
る
の
外
な
き
こ
ど
を
見
出
す
も

の
で
あ

Z
o
之
に
よ
り
て
或
は
痛
ま
し
き
唱
す
闘
的
の
会
正
ご
な
る
の
恐
な
き
能
は
す
で
あ
る
が
、
併
し
叉
却
っ
て

一
中
和
的
の
H

公
正
の
得
ら
品
、
希
望
も
ゐ
b
、
そ
L
て
多
少
の
不
満
や
遺
憾
な
黙
は
残
っ
て
も
、
今
日
の
見
る
に
見

栄
ね
た
正
嘗
な
る
利
盆
の
臨
時
糊
さ
れ
た
晶
、
外
見
平
和
妥
協
的
な
、
実
質
は
矢
張
一
部
守
闘
的
な
不
必

E
紋
態
よ

り
は
一
層
建
む
イ
き
も
の
だ
ご
信
守
る
岩
で
あ
る
。
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